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場
所
❖
ひ
ま
わ
り
プ
ラ
ザ

開
設
日
時
❖
10
月
以
降
の
毎
月
第
３
水
曜

日
10
時
～
15
時
（
12
時
～
13
時
を
除
く
）

　

広
島
県
で
は
、
望
ま
し
い
食
生
活
や
禁

煙
な
ど
、
健
康
づ
く
り
を
支
援
す
る
店
舗

な
ど
を
「
健
康
生
活
応
援
店
」
と
し
て
認

証
し
、
県
民
の
主
体
的
な
健
康
づ
く
り
を

応
援
し
て
い
ま
す
。

　

現
在
町
内
で
は
、
６
店
舗
が
「
健
康
生

活
応
援
店
」
に
認
証
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

今
後
も
町
内
に
「
健
康
生
活
応
援
店
」

が
増
え
る
と
、
健
康
ア
ッ
プ
に
つ
な
が
る

こ
と
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

　
「
ひ
ろ
し
ま
健
康
ネ
ッ
ト
」
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
、「
健
康
生
活
応
援
店
」
が

検
索
で
き
、

各
店
の
詳
細

情
報
も
掲
載

さ
れ
て
い
ま

す
。

　
「
健
康
生

活
応
援
店
」

は
、
こ
の
マ
ー
ク
が
目
印
で
す
。

　

町
内
の
店
舗
で
す
で
に
、
禁
煙
・
分
煙

に
取
り
組
ん
だ
り
、
栄
養
成
分
表
示
や
ヘ

ル
シ
ー
メ
ニ
ュ
ー
の
提
供
な
ど
の
取
り
組

み
を
実
施
し
て
い
る
、
ま
た
は
今
後
予
定

が
あ
り
、
登
録
を
希
望
す
る
店
舗
は
、
県

西
部
保
健
所
広
島
支
所
保
健
課
健
康
増
進

係
へ
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

日
時
❖
10
月
8
日（
月
・
祝
）
9
時
～
（
受

付
8
時
30
分
～
）

場
所
❖
海
田
西
中
学
校
・
海
田
西
小
学
校

種
目
❖
グ
ラ
ウ
ン
ド
ゴ
ル
フ
・
ビ
ー
チ

ボ
ー
ル
バ
レ
ー

対
象
❖
町
内
在
住
・
在
勤
・
在
学
の
人

参
加
費
❖
1
チ
ー
ム
1
，
0
0
0
円
（
保

険
料
）

申
し
込
み
❖
9
月
28
日（
金
）ま
で
に
参
加

費
を
添
え
て
生
涯
学
習
課
へ

　
「
会
議
は
す
る
け
ど
時
間
ば
か
り
か
か

る
」、「
結
局
、
何
も
決
ま
ら
な
い
」
な
ど

と
感
じ
て
い
る
、
地
域
づ
く
り
・
ま
ち
づ

く
り
団
体
や
個
人
な
ど
を
対
象
に
、
効
率

的
に
短
時
間
で
終
わ
る
会
議
の
ノ
ウ
ハ
ウ

を
習
得
す
る
研
修
会
を
開
催
し
ま
す
。

日
時
❖
8
月
21
日（
火
）10
時
～
16
時

場
所
❖
ひ
ま
わ
り
プ
ラ
ザ
3
階
カ
ル

チ
ャ
ー
ル
ー
ム

内
容
❖

１ 

会
議
の
基
本

・
会
議
っ
て
な
ぜ
つ
ま
ら
な
い
の
か
？

　

国
の
高
齢
者
雇
用
対
策
の
一
環
と
し

て
、
実
施
す
る
技
能
講
習
会
で
す
。

内
容
・
日
時
・
場
所
❖

①
警
備
保
障
業
務

　

9
月
10
日
～
26
日
の
内
7
日
間 

　

広
島
市
中
区
千
田
町

②
会
計
事
務
補
助

　

10
月
2
日
～
11
月
12
日
の
内
10
日
間

　

広
島
市
南
区
皆
実
町

③
ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
2
級

　

9
月
12
日
～
12
月
7
日
の
内
21
日
間

　

広
島
市
中
区
本
川
町

④
ガ
イ
ド
ヘ
ル
パ
ー

　

10
月
15
日
～
11
月
8
日
の
内
10
日
間

　

広
島
市
中
区
本
川
町

対
象
❖
55
歳
以
上
で
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
に
求

人
登
録
し
て
い
る
人

受
講
料
❖
無
料
（
交
通
費
、
そ
の
他
手
当

て
は
あ
り
ま
せ
ん
）

申
し
込
み
❖
電
話
で
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン

タ
ー
事
務
局
へ

※
応
募
多
数
の
場
合
は
抽
選
と
な
り
ま
す
。

　

入
会
説
明
会
を
開
催
し
ま
す
。

入
会
資
格
❖
町
内
在
住
で
60
歳
以
上
の
健

康
で
働
く
意
欲
の
あ
る
人

・ 

会
議
を
成
立
さ
せ
る
最
低
条
件

・ 

会
議
の
前
に
準
備
し
て
ほ
し
い
こ
と

・ 

会
議
の
作
法
（
ル
ー
ル
）

・ 

会
議
の
タ
イ
プ
を
知
る

２ 

フ
ァ
シ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
い
て

・
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
、
フ
ァ
シ
リ

テ
ー
タ
ー
と
は

・ 

フ
ァ
シ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
基
本
技
術

・ 

ア
イ
デ
ア
を
う
ま
く
導
き
出
す
方
法

・ 

会
議
で
合
意
形
成
を
得
や
す
い
方
法

３ 

ロ
ー
ル
プ
レ
イ
演
習

講
師
❖
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
タ
ー
㈱

　
　
　

代
表
取
締
役　

小
田
明
則 

さ
ん

参
加
費
❖
無
料

申
し
込
み
❖
14
日（
火
）ま
で
に
企
画
課
へ

　

募
集
種
目
、
資
格
な
ど
は
下
表
の
と
お

り
で
す
。
募
集
人
数
や
待
遇
な
ど
、
詳
し

く
は
、
自
衛
隊
広
島
地
方
協
力
本
部
東
広

島
地
域
事
務
所
（
〒
７
３
９
―

０
０
１
４

東
広
島
市
西
条
昭
和
町
5
―
1
）
へ
問
い

合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

開
設
日
時
❖
毎
週
月
～
金
曜
日
（
祝
日
、

年
末
年
始
を
除
く
）
8
時
30
分
～
17
時
15

分
　

広
島
法
務
局
海
田
出
張
所
は
、
平
成
24

年
9
月
14
日（
金
）を
も
っ
て
廃
止
し
、
9

月
18
日（
火
）に
広
島
法
務
局
本
局
に
統
合

し
ま
す
。

○
統
合
先

　

広
島
法
務
局

　

〒
７
３
０
―
８
５
３
６

　

広
島
市
中
区
上
八
丁
堀
６
―
30

　

な
お
、
統
合
に
併
せ
て
次
の
窓
口
を
開

設
し
ま
す
。

○
法
務
局
登
記
証
明
コ
ー
ナ
ー

場
所
❖
安
芸
区
役
所

開
設
日
時
❖
毎
週
月
～
金
曜
日
（
祝
日
、

年
末
年
始
を
除
く
）
９
時
～
16
時
30
分

（
12
時
～
13
時
を
除
く
）

取
扱
事
務
❖
全
国
の
土
地
・
建
物
や
会

社
・
法
人
の
登
記
事
項
証
明
書
、
会
社
・

法
人
の
代
表
者
の
印
鑑
証
明
書
の
発
行

○
登
記
相
談
所

海田町公式ホームページ　携帯電話版
http://www.town.kaita.lg.jp/mobile/

会
議
運
営
ス
キ
ル
ア
ッ
プ
講
座

企

画

課

☎
8
2
3—

9
2
1
2

5
8
2
3—

9
2
0
3

問

町ホームページに「まちづくり掲示板」開設中！
アクセスはこちらから
http://www.town.kaita.lg.jp/bbs/

９月　September日

2
9
16
23
30

月

3
10
17
24

火

4
11
18
25

水

5
12
19
26

木

6
13
20
27

金

7
14
21
28

土
1
8
15
22
29

８月　August日

5
12
19
26

月

6
13
20
27

火

7
14
21
28

水
1
8
15
22
29

木
2
9
16
23
30

金
3
10
17
24
31

土
4
11
18
25

日
時
❖
8
月
10
日（
金
）、
28
日（
火
）

13
時
30
分
～

場
所
❖
海
田
町
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー

（
中
店
8
―
14
）

　

託
児
セ
ン
タ
ー
ひ
ま
わ
り
ラ
ン
ド
で
、

シ
ル
バ
ー
会
員
と
し
て
活
躍
で
き
る
人
を

募
集
し
ま
す
。

対
象
❖
町
内
在
住
で
60
歳
以
上
の
保
育

士
、
ま
た
は
看
護
士
の
ど
ち
ら
か
の
資
格

を
有
す
る
人

　

広
島
大
学
の
専
門
家
・
学
生
な
ど
と
一

緒
に
取
り
組
み
た
い
研
究
や
活
動
の
テ
ー

マ
を
募
集
し
ま
す
。

募
集
期
間
❖
8
月
31
日（
金
）ま
で

対
象
❖
中
国
・
四
国
地
方
に
在
住
・
在
勤

募
集
内
容
❖
次
の
２
つ
の
タ
イ
プ

①
専
門
家
に
よ
る
研
究
協
力
型

②
広
島
大
学
学
生
参
加
の
地
域
協
働
型

※
申
し
込
み
方
法
な
ど
詳
細
は
、

広
島
大
学
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（http://

w
w

w
.h

iro
s

h
im

a
-u

.a
c

.jp
/

renkeikikou/chiiki/

）
を
参
照
し
て

く
だ
さ
い
。

職
種
❖

栄
養
士
（
短
大
卒
業
程
度
）

行
政
・
一
般
事
務
（
高
校
卒
業
程
度
）

行
政
・
警
察
事
務
（
高
校
卒
業
程
度
）

募
集
期
間
❖

郵
送
・
持
参　

9
月
4
日（
火
）ま
で

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト 

8
月
31
日（
金
）ま
で

第
１
次
試
験
❖
9
月
23
日（
日
）

申
し
込
み
❖
所
定
の
申
込
書
に
必
要
事
項

を
記
入
し
、
県
人
事
委
員
会
事
務
局
へ
。

ま
た
は
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（http://

w
w

w
.pref.hiroshim

a.lg
.jp/

soshiki/1
3

8
/saiyou-nittei-

index.htm
l

）
か
ら
電
子
申
請
で
。

職
種
❖

警
察
官
A
（
大
卒
・
大
卒
見
込
み
）

警
察
官
B（
警
察
官
A
に
該
当
し
な
い
人
）

募
集
期
間
❖

郵
送
・
持
参　

8
月
24
日（
金
）ま
で

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト 

8
月
21
日（
火
）ま
で

第
１
次
試
験
❖
9
月
16
日（
日
）

申
し
込
み
❖
所
定
の
申
込
書
に
必
要
事
項

を
記
入
し
、
県
人
事
委
員
会
事
務
局
へ
。

ま
た
は
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（http://

w
w

w
.pref.hiroshim

a.lg
.jp/

soshiki/1
3

8
/saiyou-nittei-

index.htm
l

）
か
ら
電
子
申
請
で
。

法
務
局
海
田
出
張
所
を
廃
止
し
ま
す

海
田
東
公
民
館

証
明
書
発
行
コ
ー
ナ
ー
開
設
中

「
健
康
生
活
応
援
店
」
募
集
中

平
成
25
年
度
「
広
島
大
学
地
域
連
携

推
進
事
業
」
テ
ー
マ
提
案

広

島

法

務

局

☎
2
2
8—

5
2
0
1

住

民

課

☎
8
2
3—

9
2
0
5

5
8
2
3—

9
6
2
7

県
西
部
保
健
所
広
島
支

所
保
健
課
健
康
増
進
係

☎
5
1
3—
5
5
2
6

広
島
大
学
社
会
連
携
・

広
報
・
情
報
室
社
会
連

携
グ
ル
ー
プ
総
務
担
当

5
4
2
4—

6
1
8
9

問 問

問

問

「
体
育
の
日
」
記
念
ス
ポ
ー
ツ
交
歓
会

自
衛
官

生

涯

学

習

課

☎
8
2
3—

9
2
1
7

5
8
2
3—

9
2
5
6

自
衛
隊
広
島
地
方
協
力
本
部

東
広
島
地
域
事
務
所

☎
0
8
2—

4
2
2—
4
2
5
2

問

問

シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
新
規
会
員

託
児
ス
タ
ッ
フ

高
齢
者
の
就
職
を
支
援
す
る
講
習

海
田
町
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー

☎
8
2
3—

2
7
3
3

5
8
2
2—

5
5
1
2

海
田
町
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー

☎
8
2
3—

2
7
3
3

5
8
2
2—

5
5
1
2

海
田
町
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー

☎
8
2
3—

2
7
3
3

5
8
2
2—

5
5
1
2

問

問

問

広
島
県
職
員

広
島
県
警
察
官 広

島
県
人
事
委
員
会

☎
5
1
3—

5
1
4
4

広
島
県
人
事
委
員
会

☎
5
1
3—

5
1
4
4

問問

募集種目 内　　　　容 資　　　　格 受付期間

航空学生 海上・航空自衛隊パイロットなどの養成 高卒（見込み含）21歳未満の者 9月7日（金）まで

一般曹候補生 陸上・海上・航空自衛隊の曹となる自衛
官を養成 18歳以上27歳未満の者 9月7日（金）まで

自衛官候補生
陸上（技術系を除く）は1年9カ月、陸
上(技術系)・海上・航空は2年9カ月を1
任期として任用

18歳以上27歳未満の者
男子：通年
女子：９月７日（金）

まで

予備自衛官補
（一般・技能）

一般社会人や学生などの自衛官未経験者
を採用し、教育訓練修了後、予備自衛官
として任用

一般：18歳以上34歳未満の者
技能：18歳以上で国家免許資格

などを有する者
10月１日（月）まで


